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掲示用
令和８年度　第 102 回・第 103 回・第 104 回・第 105 回　

簿記実務検定試験要項

主催　公益財団法人全国商業高等学校協会
	 後援	 文 部 科 学 省

1　試　験　期　日	 第 102 回　第 1・2 級	 令和 8 年 6 月 28 日（日）
	 　第 3 級（CBT）	 令和 8 年 6 月 6 日（土）から 7 月 26 日（日）
		  以上の期間で試験場校が指定する日（注 1）
	 第 103 回　第 3 級（CBT）	 令和 8 年 9 月 5 日（土）から 10 月 25 日（日）
		  以上の期間で試験場校が指定する日（注 1）
	 第 104 回　第 3 級（CBT）	 令和 8 年 11 月 7 日（土）から 12 月 27 日（日）
		  以上の期間で試験場校が指定する日（注 1）
	 第 105 回　第 1 級	 令和 9 年 1 月 24 日（日）
	 　第 2・3 級（CBT）	 令和 9 年 1 月 5 日（火）から 2 月 7 日（日）
		  以上の期間で試験場校が指定する日（注 1）

2　受　験　資　格	 特に制限はありません。

3　受 験 料	 第 1 級　　1,600 円（会計・原価計算それぞれ 1 部門につき）
    （消費税を含む）	 第 2 級　　1,600 円
	 第 3 級　　1,600 円
	 ※受験料は理由の如何を問わず返金いたしません。

4　試　験　場　校	
  （試験場校名を記入）	 　　　　　　　　　　　　　　　　

5　試　験　時　間	 第 1 級
	 　会  計  部  門	 午前 9 時 00 分から午前 10 時 30 分まで
	 　原価計算部門	 午後 1 時 10 分から午後 2 時 40 分まで
	 第 2 級	 午前 10 時 50 分から午後 0 時 20 分まで
	 第 2 級（CBT）	 試験場校の指定する開始時間から 60 分間（注 2）
	 第 3 級（CBT）	 試験場校の指定する開始時間から 50 分間（注 2）
	 　　※試験開始後 30 分間は入室を認めます。（CBT 試験は不可）
	 　　　試験開始後の途中退室は認めません。
	 　　　�ただし，CBT で実施する検定試験のみ，途中退室は試験場校の指示によ

るものとします。
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6　申　込　期　間	 第 102 回（全級）	� 令和 8 年 4 月 13 日（月）から令和 8 年 4 月 22 日（水）
まで

	 第 103 回　第 3 級（CBT）	� 令和 8 年 7 月 3 日（金）から令和 8 年 7 ⺼ 13 日（月） 
まで

	 第 104 回　第 3 級（CBT）	� 令和8年10月9日（金）から令和8年10⺼19日（月） 
まで

	 第 105 回　第 1 級		�  令和8年10月26日（月）から令和8年11⺼9日（月）
			   まで
	 　第 2・3 級（CBT）	� 令和8年10月26日（月）から令和8年12⺼4日（金） 

まで

7　申込場所と申込方法
	 （1）高校生　原則として在籍校で申し込みます。
	 　　　　　　�在籍校が試験場校でない場合は，受験可能な試験場校に申し込みま

す。
	 （2）一　般　受験可能な試験場校に申し込みます。
	 　　　　　　�在籍校が試験場校ではない等の事情によって，高校生も（2）に従

うことができます。
	   ※１人で複数の級（1 級では 2 部門）を受験できます。
	   　その場合はそれぞれの級（1 級は部門）の受験料を納めてください。

8　合格発表	 試験施行後 1 か月以内に行います。

� 検定規則・出題範囲は公式ホームページにて確認できます

CBT に関する補足事項
（注 1），（注 2）（1）試験場校のパソコン等の端末装置を利用して解答する CBT 形式で実施します。

（2）�試験日ならびに試験開始時間は，個人ごとに試験場校が指定します。 
個人によって試験日時が異なることがありますので，試験場校に確認してください。

（3）�試験時間は試験開始から 2 級が 60 分，3 級が 50 分です。試験画面の開始ボタンを押
すと問題の表示がはじまり，試験時間が経過すると自動的に終了のメッセージが表
示されます。

（4）�筆記用具及び計算用具（電卓（関数付は不可），そろばん等）は使用できます。
（5）�計算用紙（A4）1 部が配布されます。
（6）�CBT の試験問題は非公開とし，受験者および監督者が試験中に知り得た出題に関す

る内容を不正に記録したり，漏えい（校内での情報共有も含む）したりする行為は
一切禁止します。

（7）�試験で使用した計算用紙等の故意の持ち帰りや，問題の漏えいなどの禁止行為や不
正行為が発覚したときはその受験者を不合格とします。




